
水城公園空撮（行田市）
写真提供：行田市

あなたの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）
有効期限は大丈夫ですか？
更新のための講習会は有効期限満了日の６ヵ月前から
受講が可能です。講習日は表紙裏でご確認ください。

埼玉県への申請・届出のご案内は県庁建築安全課HPで。

宅地建物取引業免許更新をお忘れなく！
提出期間経過で免許失効となります。

　免許満了日の９０日前から３０日前まで
（協会経由は１００日前から５０日前まで）

免許権者への
提 出 期 間 は

埼玉県 宅建業 検索

「全宅連安心R住宅」10/1よりスタート！ �  1
全宅連副会長に内山俊夫氏が就任 �  15
空き家管理サービス事業者登録制度のご案内 �  裏表紙



１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。
１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の
　　確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会　／　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会

埼玉県宅建協会会員は倫理綱領を遵守し誠実かつ公正な業務の遂行に努めています

　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、
その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

倫 理 綱 領

①印鑑（認印）　
②カラー顔写真３枚
（縦３㎝×横２.４㎝の６ヶ月以内に撮影した同一の証明用カラー写真、パスポート及び運転免許証の撮影基準を準用）
　※埼玉県宅建会館１階ロビーに写真機を設置しています。本部でのお申込みの際にはご利用ください。
③現在お持ちの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）
④現金１６,５００円＜内訳：受講料１２,０００円、宅地建物取引士証交付手数料（埼玉県収入証紙代）４,５００円＞
※有効期限切れの方は運転免許証等の本人確認書類

　宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）や宅建業免許の更新時には、是非宅建協会
本部の窓口で「埼玉県証紙」をお買い求めください。

埼玉県証紙を販売しています！
ササンンププルルサンプル

下記①～④をお持ちの上、本会の本部または支部事務局窓口にてお手続きをお願いします。

宅建士証の交付・更新に必要な「法定講習会」は宅建協会で！

宅地建物取引士証の交付・更新に必要な法定講習会は、広い会場とゆとりのある座席で快適に過ごせる宅建協会でご受講ください。
講習会のお申込みは先着順で定員になり次第締切となります。協会本部と１６支部の窓口にてお申込み頂けます。お早めにお手続きを。
※講習会案内ハガキは、宅建協会以外の団体からも届きますが、宅建協会にてご受講ください。

あなたの宅地建物取引士証、有効期限は大丈夫ですか？　法定講習会は有効期間満了日の６カ月前から受講できます。

（終了予定）9：30～16：50 埼玉県宅建会館
講講習習会会場場講習会場

さいたま市浦和区東高砂町６－１５
ＪＲ浦和駅東口徒歩約５分

講講習習時時間間講習時間

講講習習会会申申込込にに必必要要ななもものの講習会申込に必要なもの

宅宅地地建建物物取取引引士士法法定定講講習習会会ののおお知知ららせせ宅宅地地建建物物取取引引士士法法定定講講習習会会ののおお知知ららせせ宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

講　

習　

日

※宅建協会ホームページ等にて、
講習会日程や申込状況などに 
ついてご案内しています。

おお問問いい合合せせお問い合せ

（事業推進課）
048－811－1830

平成３１年 3 20�3 13�2 13� 2 27�1 30�
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　全宅連は、既存住宅の流通活性化への取り組みとして、国土交通省告示による「特定既存住宅情報提供事業者
団体登録制度（安心Ｒ住宅制度）」に事業者団体として登録いたしました。

「全宅連
　安心Ｒ住宅」

登録には事前に以下の手続きが必要です。
●住宅瑕疵担保責任保険法人への事業者登録
●登録店舗に安心Ｒ住宅事業責任者を設置し、全宅連ＨＰの研修用動画を受講していただきます。
　特定構成員の有効期間：１年（登録初年度は登録日から直近の３月末日まで）　
　登録手数料：１２,０００円（税別）（登録初年度は登録日の翌月から３月までの月割）
※登録は埼玉県宅建協会を通じて申請して頂きます。

物件が上記「１．全宅連安心Ｒ住宅の物件の要件」の要件に合致していることをこの書面で報告してい
ただきます。

広告の際にはロゴマークの使用ルールを遵守していただくとともに、住宅購入者に対し②の調査報告
書を交付します。

②　ロゴマークを使用する物件ごとに「安心Ｒ住宅調査報告書」を作成し提出します

③　ロゴマークを販売広告に使用～販売活動

住宅性能・仕様が開示されるから安心感ＵＰ！中古住宅を購入したい消費者

敷地に係る不動産取得税が減額！買取再販したい会員業者

　一定基準を満たした既存住宅（中古住宅）の販売広告に、国の
定めた「安心Ｒ住宅」というロゴマークの使用を認める制度です。
実際には、国土交通省に登録した事業者団体がルールを定め、そ
のルールに則って会員に対しロゴマークの使用を許諾します。
　今回、全宅連が事業者団体として登録したことで、傘下のハト
マーク会員の皆様も一定の手続きのもと安心Ｒ住宅のロゴマーク
を使用できるようになります。

安心Ｒ住宅とは

　宅建協会会員が全宅連安心Ｒ住宅のロゴマークを広告に使用するためには、埼玉県宅建協会を通じて全宅連
にご登録の申請手続きをしていただく必要があります。

全宅連安心Ｒ住宅の要件とロゴマーク使用の手続きの概要

ロゴマークを使用するためのおおまかな流れは次のとおりです。��

��全宅連安心Ｒ住宅の物件の要件
全宅連安心Ｒ住宅のロゴマークを使うことができる住宅は、宅建業者が売主となる買い取り再販による既存住宅で、
以下の要件を満たすものです。
（１）新耐震基準に適合していること
（２）既存住宅売買瑕疵保険（宅建業者売主用）の検査基準に適合しかつ当該保険を付保すること
（３）全宅連が定めるリフォーム基準にもとづきリフォームを行うこと

①　全宅連に特定構成員の登録をします（本店登録の場合）※初回のみ

本件に関するお問合せ TEL．０４８－８１１－１８４０（事業推進課）

本件に関する詳細はＷｅｂでご確認ください 検 索全宅連安心Ｒ住宅

全宅連安心Ｒ住宅制度全体像

1100／／11よよりりススタターートト！！1100／／11よよりりススタターートト！！10／1よりスタート！
活用の
メリット



今回のいやしスポット今回のいやしスポット今回のいやしスポット
北埼支部
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　協会マスコット「ハトたま」が、埼玉県内の各エリアに
点在する“癒し”を得られる場所を美しい写真とともにご
紹介します。
　今回は、「行田市、羽生市、加須市」エリアを管轄する
「北埼支部」をご紹介します。

行田市「 水  城  公  園 」
すい じょう こう えん

　「水城公園」は、関東七名城の一つとされる

「忍城」の外堀の沼を利用して整備された公園

です。浮き釣りも楽しむ事が出来るしのぶ池

や、薄紫色の絨毯を敷きつめたかのようなホテ

イアオイが美しいあおいの池などがあり、心が

なごむ癒しの場となっています。

　隣接する「忍城」は、室町時代の文明年間に

築城されました。時は戦国時代の終わり、豊臣

秀吉の関東平定に際して、石田三成らによる水

交　 通 秩父鉄道「行田市駅」南口下車
行田市循環バス西循環で「水城公園バス停」
よりすぐ。

　北埼支部は主に行田市、羽生市、

加須市の３市から構成され、利根川

流域に近い地域です。現在１４０社弱

の会員が所属している小さな支部で

すが、会員同士仲が良く、仕事や娯

楽でも交流が行われています。私自

身はお酒もゴルフも不調法な体質

故、控えめな長として見守らせて頂

いていますが、市役所との共同事業

である「不動産無料相談」の相談実

績と経験は自慢させてください。市

より感謝状も頂きました！

支部長ご挨拶 北埼支部　支部長　鈴木　光浩

埼玉県宅建協会は
浦和レッドダイヤモンズを応援しています！
平成３０年３月、埼玉宅建協同組合が「浦和レッズビジネスクラブ」に
加盟しました。

忍城

攻めにも果敢に耐えたことから「浮き城」の別名が生まれた

と伝えられています。現在の忍城御三階櫓は、明治６年に取

り壊されたものを再建したもので、最上階からは市内の景色

が一望できます。

（行田市観光協会HPより引用）

水城公園
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毎週開催

　家や土地に関して知りたいこと、困ったこと、
トラブルなど不動産取引に関することなら、宅建
協会の無料相談をご利用ください。

（年末年始・祝日 休）

来所または電話

※予約は承っておりません。

曜日

◆会　　場：埼玉県宅建会館２階

◆会　　場：埼玉県宅建会館２階
◆費　　用：無料（相談時間は各自３０分間です）

◆開催時間：午前１０時から午後３時まで

（正午～午後１時を除く）

　不動産取引に関する事案に卓越した本会顧問弁
護士による無料の「不動産法律相談会」を開催し
ています。全日程が予約制となっており、ご好評
につき定員に達することが多いため、相談をご希
望の方はお早めにご予約をお願いいたします。

のご案内 のご案内

宅宅地地建建物物取取引引士士にによよるる

不不動動産産無無料料相相談談所所
宅宅地地建建物物取取引引士士にによよるる

不動産無料相談所　不動産無料相談所
宅地建物取引士による

　不動産無料相談所
弁弁護護士士にによよるる

不不動動産産法法律律相相談談会会
弁弁護護士士にによよるる

不動産法律相談会　不動産法律相談会
弁護士による

　不動産法律相談会

（事業推進課）TEL：048－811－1868

TEL：048－811－1818

午前　１０　時　～　午後　３　時　
（昼休み　正午～午後１時）

月 水 金

2019年

／1812 火

／117木

／612 木

火／291

安心・安全な取引は、契約時の基本的なチェックが不可欠です。
ぜひ下記内容をご活用ください。

１．住宅賃貸借契約の注意事項
暫契約前は、必ず物件確認・内覧をしましょう
暫家賃保証会社を利用する際は、契約内容・費用等の説明を受け、納得の上で契約しましょう
暫契約前に不明な点は、分かるまで確認しましょう
暫契約書の特約や禁止事項等をきちんと理解し、納得の上で契約しましょう
暫契約時に退去時の修復の範囲や敷金の返還条件を確認しましょう
暫入居前の物件確認は、退去時と比較できるようしっかり行いましょう

２．不動産売買契約の注意事項
暫契約前は、必ず物件確認・内覧をしましょう
暫契約前に不明な点は、分かるまで確認しましょう
暫契約書等に書かれている内容で分からない点は、その都度確認するようにしましょう
暫契約に関わる書類は大切に保管しましょう
暫最近、「原野商法」に関する被害や相談が増えていますので注意しましょう
　※「原野商法」の詳細は、「国民生活センター」のホームページなどをご参照ください。

詳しくは宅建協会ホームページをご覧ください。 検 索埼玉  不動産無料相談

本件に関するお問合せ TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）

不動産契約時の注意事項
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賃貸物件内での自殺による貸主の損害
賠償請求につき、約２年分の賃料相当
額を認めた事例

賃貸物件内での自殺による貸主の損害
賠償請求につき、約２年分の賃料相当
額を認めた事例

最近の判例から

賃貸物件内での自殺による貸主の損害賃貸物件内での自殺による貸主の損害賃貸物件内での自殺による貸主の損害賃貸物件内での自殺による貸主の損害

賃借人の自殺と心理的瑕疵賃借人の自殺と心理的瑕疵

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 発行　「RETIO」No.１０３より抜粋

（写真はイメージです）

て賃借人が自殺をした場合、かかる事情が知られれ

ば、当該建物につき賃借人となる者が一定期間現れ

なかったり、適正賃料よりも相当低額でなければ賃

貸できなくなることになるものといえるから、当該

賃借人が当該建物内において自殺することは、当該

目的物の価値を毀損する行為に当たることは明らか

であり、賃借人の善管注意義務に違反するものとい

うべきである。

　Ｙは、Ａの自殺は賃貸借契約終了後に生じている

から、その責任を負わない旨主張するが、Ａは２０２号

室の室内に入って自殺していることから、Ｘに対す

る２０２号室の明渡しはいまだされていないことが認

められ、賃借人は、賃貸借の目的物を返還するまで

は善管注意義務を負うのであるから、賃貸借契約の

終了の有無にかかわらず、Ａは善管注意義務の違反

を免れないものと解すべきであり、Ｙの主張は採用

できない。

　Ｙは、消費者契約法１０条との整合性を踏まえた合

理的解釈によれば、Ａが室内で自殺したことによっ

て生じる損害についてまで保証するものではないと

解すべきであると主張するが、Ｙは、連帯保証人引

受承諾書において、賃貸借契約に基きＡが負担する

一切の債務について連帯保証人としてその責めを負

う旨合意していることが認められるから、Ａの善管

注意義務違反に基づく損害賠償責任についても含ま

れるものと解するのが相当であり、この解釈が消費

者契約法１０条に直ちに違反するものと解することは

できない。

　Ｘは、損害金のうち原状回復費について、Ａの血

�

　平成２１年８月２４日、Ｘ（原告・貸主）は、Ａ（借

主）との間で、所有する総戸数４戸の建物の一室２０２

号室について、賃貸期間２年、賃料月額７万２０００円

とする賃貸借契約を締結した。また、同日、Ｘは、

Ａの配偶者で同居人のＢの実父Ｙ（被告・Ａの保証

人）との間で、Ａが同契約に基づき負う債務につき

連帯保証契約を締結した。

　同月２７日、Ｘは、Ａに同室を引き渡した。

　平成２２年９月８日、Ａは、Ｂと離婚した。

ＡとＢは、離婚に伴い２０２号室を退去することとな

り、Ｂは、同年９月下旬に別のアパートの賃貸借契

約を締結し、Ａも、同月２９日に別のアパートの賃貸

借契約を締結した。

　平成２２年１０月２６日、Ａは、２０２号室内で自殺した。

　Ｘは、Ｙに対し原状回復費分４４９万円余、遺失利益

分３７４万円余の支払いを求め提訴した。

�

　裁判所は、次のように判示してＸの請求を大幅に

減額したうえで認容した。

　賃借人は、賃貸借契約に基づき、賃貸借の目的物

の引渡しを受けてから、これを返還するまでの間、

善良な管理者の注意をもって当該目的物を使用収益

すべき義務を負う。

　そして、賃貸借の目的物である建物の内部におい

 １　事案の概要

 ２　判決の要旨
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　貸主が、連帯保証人に対し、借主の自殺によって被った損害の支払を求めた事案におい

て、貸主の請求した原状回復費は逸失利益において評価されるべきとして、また、賃貸物

件の用途・立地等考慮すれば、逸失利益は当初の１年を賃貸不能期間、２・３年は賃料の

半額でなければ賃貸できない期間とみるのが相当であるとして、請求額が大幅に減額され

たうえで、認容された事例

（東京地裁 平成27年９月28日判決 認容 ウエストロー・ジャパン）

（写真はイメージです）（写真はイメージです）（写真はイメージです）

１５８万円余となる。

�

　RETIO判例検索システムで、賃貸借に関する紛

争のうち「心理瑕疵」を検索すると、１１件中１０件は、

自殺等を原因とする貸主から逸失利益等を求めた裁

判例であるが、これらにおいては、「借主等の賃貸物

件内での自殺は、賃貸目的物を毀損する行為にあた

り、借主（その相続人）又は連帯保証人は、貸主の

損害につき賠償責任を負う」と判断されている。

　また、貸主の逸失利益の認定については、建物の

種類、用途、周辺環境等を総合的に考慮し決められ

ることとなるが、都心ワンルームでの事例では、逸

失利益を本件のように当初１年を賃貸不能期間、そ

の後の２年間を賃料半額程度とする判例が数件見受

けられる。

　ところで、宅建業者が実務上最も確認したいこと

は、自殺等があってから、何年間、または何人目の

賃借人まで説明する必要があるかということである

が、心理的嫌悪感の消滅する期間は、目的物の用途、

構造、周辺環境等により総合的に判断されることか

ら、一律で決められるものではなく、類似の裁判例

を勘案しながら対応していく必要がある。

　なお、自殺等のあった隣接住戸については、告知

義務を否定した裁判例RETIO７３－１９６があるので参

考とされたい。

 ３　まとめ

痕が室内全体に付着した結果、心理的嫌悪感ないし

嫌忌感の発生という心理的損耗が室内全体に発生し

ており、全面的改装が必要である旨主張するが、Ｘ

が主張する心理的損耗は、逸失利益において評価さ

れるべきで、これと重複して原状回復費用相当損害

金を認めることはできず、室内の血痕のほとんどが

拭き取られているのであるから、全面的な改装が必

要であると認めることはできないが、台所床面の一

部が、少し赤みがかっている状態にあり、この原因

はＡの自殺という故意による行為によって生じたも

のであることに照らせば、８万円余の限度で原状回

復費用相当損害金を認めるのが相当である。

　Ｘは、逸失利益については、２０２号室を賃貸するに

当たって、自殺があった事実を賃借人に説明しなけ

ればならず、自殺があった物件には心理的嫌悪感な

いし嫌忌感が生じるのが通常であるから、賃借人と

なる者が現れないという期間が少なくとも５年間は

生じることは明らかであり、ライプニッツ係数を考

慮し３７４万円余となると主張する。

　しかし、心理的嫌悪感は、時間の経過とともに自

ずと減少し、やがて消滅するものであること、また、

２０２号室は、単身者ないし２人向けの１Ｋのアパー

トであり、その立地は、交通の便も比較的良く利便

性も比較的高い物件であることが認められることを

考慮すれば、Ｘの逸失利益については、当初の１年

は賃貸不能期間とし、２０２号室において通常設定さ

れるであろう賃貸借期間である２年間は、賃貸借契

約の賃料の半額でなければ賃貸できない期間とみる

のが相当である。以上によれば、Ｘの逸失利益は、
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パドルテニスという競技をパドルテニスという競技を
知っていますか？知っていますか？私私のの宝宝私私のの宝宝私の宝

会員交流のページ 

有限会社　矢島

川口支部
今回は、

　今回、私が楽しんで

いるスポーツ「パドル

テニス」をご紹介しま

す。

　パドルテニスを簡単

に言うと、サッカーに

対するフットサルのよ

うなテニスの縮小版ス

ポーツといえます。基

本技術やルールがほと

んどテニスと同じで、

コートがほぼバドミントンコートと同サイズなの

で、親しみやすくしかも安全なラケットスポーツで

す。

　パドルテニスは地域における生涯スポーツ・レク

リエーションとして普及しているため、そのほとん

どの活動場所は、それぞれの地域の学校体育館開放

や市町村が運営する体育館、スポーツセンター等と

なっています。

　『パドルテニス』って健康にいいの？とよく聞かれ

ますが、パドルテニスは、年齢・性別・障害を問わ

ず、それぞれの体力と運動能力に合った運動強度や

難易度で競技を楽しめます。高齢者の健康寿命を延

ばし、今までスポーツに縁遠かった方々へのアプロ

ーチにも最適です。

パドルテニス競技歴１７年、 

大会優勝も

　私のパドルテニス競技歴は１７年になり、現在埼玉

県パドルテニス協会の会長を務めさせて頂いており

年齢・性別・障害を問わず楽しめる 

パドルテニス

ます。

　全国大会も開催され

ておりますが、関東大

会ではＢクラス３位、

埼玉県大会では同じく

Ｂ・Ｃクラスで優勝し

たこともあります。

　競技者の年齢幅も大

学生から８０歳代の高齢者まで幅広く、多くの方がパ

ドルテニスを楽しんでおられ、硬式・軟式テニスや

卓球からパドルテニスに入ってくる競技者も多く、

私も硬式テニスからこの競技に入り込み、はまって

しまいました。

　もしよろしければ、ご一緒にいかがですか？パド

ルテニスを体験してみませんか？

■　日本パドルテニス協会ホームページ

矢島　健 さんの投稿です



埼玉北支部

　埼玉県宅建協会ホームページでは、最新の業法改正情報や会員限定
サービスプラン・様々な研修開催情報など役立つ情報を日々発信して
います。ぜひご活用ください。
　また、公式Facebook ページでは、
ハトたまが楽しい情報、役立つ情報を
配信しています。ぜひ「いいね！」の
登録をお願いします！　

宅建協会ホームページ・
Facebook

埼玉県宅建協会
ホームページ

公式Facebook ページ
「ハトたま」

で最新情報を チェック！チェック！チェック！

いいね！

活 動 日 記

　埼玉北支部青年部・レディス部には支部会員の従業員な
ら老若男女、役職を問わず参加できる「宅建ファイターズ」
と称するスポーツチームがあります。活動は主に、ソフト
ボールやバドミントン、深谷市生まれのスポーツ「鴨んバ
レー」など月 5回を目標に行っております。
　当初は会員の健康や親睦を目的に活動しておりました
が、協会の公益社団法人化からは「地域活性化」「支部活性化」と新たに 2 つの目標を掲げ、地元企業や自治体
チームとの試合や合同練習、親睦会などの「参加したくなる活動」を行い、共通の問題でもある加入者や参加者

の減少、役員の担い手不足解消のサポートを目
指して活動しております。
　更に今年は一昨年前の深谷市、熊谷市産業祭
で「サポート」させて頂いた「ハトたま」はも
ちろん「ハトマーク」もＰＲ活動し、更なる地
域と支部の活性を目指す所存でございます。

宅建ファイターズ　監督　金子　誠一

　県内16支部で宅建協会の活
動を支えている支部青年部・
レディス部について、各部会
の皆さんより活動内容をご紹
介いただきます！

����������	
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宅建業法をはじめとした関係法令情報や協会・関係機関からのお知らせなど、役立つ大切な情報
をまとめてお届けします。

業業界界イインンフフォォメメーーシショョンン

※継続相談が必要な場合

宅建業実務

全宅連が「不動産契約書及び重要事項説明書書式」に関する
無料電話相談窓口を開設

＜全宅連からのお知らせ＞

　不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について、実務に精
通した相談員が対応いたします。
※取引上のトラブル等については、お受けできませんのでご了承ください。

宅建業実務

民事介入暴力事案に関する法律相談について
＜宅建協会からのお知らせ＞

　本会は、埼玉弁護士会と連携して、会員及び会員
の顧客を対象とした民事介入暴力事案に関する無料
法律相談を行っています。無料法律相談には、埼玉
弁護士会の「民事介入暴力対策委員会」の中から選
任された弁護士が初期対応等の助言を行います。
　なお、相談の内容によっては、お取り次ぎできな
い場合や相談料等が生じる場合もございますので、
利用上の注意事項等などは本会のホームページをご
確認ください。
　対象案件や相談対応の流れは以下のとおりです。

対象案件について

　暴力団等による暴力的・威圧的行為により一般市
民の日常生活や一般市民及び企業の経済取引等に介
入するなどして、違法・不当な利益の獲得を図る事
案に対するご相談。
（暴力団関係の配偶者から受けるＤＶ、迷惑居住
者、クレーマー等の相談は対象外）

相談対応の流れ

会員及び会員の顧客に民事介入暴力事案発生

本部事務局（TEL．０４８－８１１－１８６８）に会員が
電話で問い合わせ
（相談を要する内容であれば、民暴委員会指定
弁護士に取り次ぎます）

民暴委員会指定弁護士の連絡先
を本部事務局より会員へご案内

会員より民暴委員会指定弁護士に連絡後、同弁
護士の法律事務所において初回法律相談（無料
・相談時間は１時間以内・初期対応の助言）

民暴委員会指定弁護士が自ら又は民暴委員会所
属弁護士に事件を紹介し、継続相談ないし事件
受任（有料）

開催日時

毎週　月、火、木、金曜日
午後１時～午後４時３０分
※祝日・年末年始・お盆期間・GWを除く
※相談員の体調不良等やむを得ない事情により、急遽中止となる場合がある
ことをご了承ください。

TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）

本件に関するお問合せ

０３－５８２１－８１１３

窓口電話番号
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TEL．０４８－８３０－５４９２

（埼玉県建築安全課　宅建業免許担当）

本件に関するお問合せ

宅建業実務

埼玉県電子申請・届出サービスのご利用について

＜埼玉県からのお知らせ＞

　埼玉県知事免許をお持ちの宅地建物取引業者の皆さ

ま、宅建業免許の更新申請・変更届は「電子申請・届出

サービス」を是非ご利用ください。詳細に関しましては、

埼玉県ホームページをご確認いただきますようお願いい

たします。

※埼玉県知事免許業者のみご利用できます。

※免許更新申請は有効期間満了日の９０日前から３０日前ま

でにご申請ください。

屋外広告物によるデメリット

宅建業実務

屋外広告物にご注意！　重い罰則が待っています！
＜宅建協会からのお知らせ＞

①公正競争規約に違反した場合は５００万円以下の違約金課徴、ポータルサイトへの広告掲載１ヶ月停止など

の措置があります。

②道路上に設置した広告物が原因により事故等が発生した際には被害者が損害賠償を請求する可能性があり

ます。

③埼玉県屋外広告物条例に違反した場合は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せられます。

TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）本件に関するお問合せ

道路上のカラーコーンを使った物件広告、電柱などに表示する
はり紙・はり札は埼玉県屋外広告物条例に違反するだけでなく
公正競争規約による規制も受けます

公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会　TEL．０３－３２６１－３８１１広告に関するご相談は

　埼玉県宅建協会の会員様は、「公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会」の加盟事業者となっています。

不動産の表示に関する公正競争規約等を遵守しましょう。

　一定の媒体で広告を行う場合には「首都圏不動産公正取引協議会加盟」と記載して下さい。

　なお、表示規約及び景品規約等に反する広告物につきましては警告・違約金課徴などの措置がありますの

で注意が必要です。広告物の件でご質問等ございましたら上記お問合せ先までお尋ね下さい。

（埼玉県の宅建業免許／宅地建物取引士関係　電子申請・届出サービス）

＜電子申請・届出サービスの特徴＞

■　カンタン！　わかりやすい！　補正もラク

ラク！

■　端末があれば、どこでも３６５日２４時間申請

可能

■　電子申請をした後は、公的書類等を郵送す

るだけ！

埼玉県　宅建業　電子申請 検索
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重要事項説明書への完了検査番号等の記入について
＜埼玉県・宅建協会からのお知らせ＞

宅建業実務

　埼玉県では、県内の特定行政庁及び建築関係団体等の協力のもと、建築物の完了検査の徹底など建築物の
安全性の確保に取り組んでいます。
　「宅地建物取引業法第３５条」で定められた説明すべき事項には該当しないため、義務ではございませんが、
完了検査の徹底による消費者保護を図るため、下記のとおり重要事項説明書の備考欄に「建築基準法第７条
第５項」の規定による検査済証の番号及び年月日を記入するようお願いいたします。
※故意に虚偽の記載をした場合又は過失により事実とは異なる記載をした場合には、不法行為責任及び宅建
業法第４７条第１号（業務に関する禁止事項）に抵触する恐れがあります。

記入例

TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）本件に関するお問合せ

建築基準法による検査済証　　　第○○○号　　　平成３０年○月○日備　　考

総合トップ　＞　くらし・環境　＞　まちづくり　＞　建築・不動産　≫　申請・・手続き・窓口　＞　建築確認等窓口等のご案内

埼玉県ホームページをご確認ください。本件に関する詳細

宅建業実務

※他に媒介契約書や変更届などでも「うっかりミス」が見られます。ご注意下さい。
※詳しくは協会HPをご覧ください。

取引台帳

誤　今年度は取引が無かったので取引台帳は不要

だ。

正　取引台帳に記載する取引が無くても、事務所

に取引台帳を備え付けることは必要です。

（宅地建物取引業法第４９条）

取引時確認（犯罪収益移転防止法）

誤　共同仲介の際に当社は媒介を結んだ売主の取

引時確認を行い、買主は客付会社が取引時確

認を行ったので当社は買主の取引時確認を行

う必要はない。

正　元付業者及び客付業者はそれぞれ、売主及び

買主の双方について、取引時確認を行わなけ

ればなりません。

従業者証明書

誤　私は代表者であり、従業者では無いので「従

業者証明書」は不要だ。

正　代表者や役員であっても宅建業に従事する方

は「従業者証明書」が発行され携帯させるこ

とは必要です（宅地建物取引業法第４８条）。

従業者名簿

誤　私は個人事業主で「一人親方」だから「従業

者名簿」は不要だ。

正　「一人親方」や全員役員でも従業者名簿に記載

して事務所に備え付けることは必要です。

（宅地建物取引業法第４８条）

宅建業のうっかりミスにご注意ください！
＜宅建協会からのお知らせ＞

　宅建業において「うっかりミス」と思われる事例がしばしば見られます。そもそもの部分で誤解をされて
いるケースもあり注意が必要です。以下の事例のようなケースが良く見られる「うっかりミス」ですが、こ
のようなミスでも免許権者の指導や処分の対象になってしまう恐れもございますのでご注意ください。

TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）本件に関するお問合せ
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従業者証明書の携帯及び
取引台帳の備え付け等に
ついて

宅建業実務

＜埼玉県からのお知らせ＞

　埼玉県において、埼玉県知事許可の宅建業

者の事務所調査を実施したところ、媒介契約

書不交付、従業者証明書不携帯、従業者名簿不

整備及び取引台帳不整備が散見されました。

　つきましては、宅地建物取引業法におい

て、媒介契約書の作成・交付（宅地建物取引

業法第３４条の２）、従業者証明書の携帯（同法

第４８条）、従業者名簿の備付・保存（同法第４８

条）、取引台帳の備付・保存（同法第４９条）の

義務が定められておりますので、宅地建物取

引士証の有効期限切れとともにご留意の上、

法令遵守の徹底に努めていただきますようお

願いいたします。

建物賃貸借の重要事項説明等
について（お願い）

宅建業実務

＜埼玉県からのお知らせ＞

　建物賃貸借の重要事項説明等について、埼玉・千葉

・神奈川の３県における原状回復と敷金精算等に関す

る共通の取り扱いが定められております。（平成１６年

９月１０日～）

　宅地建物取引業者の皆様におかれましては、契約を

締結する前に、ガイドラインを参考に原状回復につい

て十分な説明・合意の上で、契約をすることにより、

退去の際のトラブルを防止いただきますようお願い申

し上げます。

本件に関するお問合せ　

TEL．０４８－８３０－５４８８（埼玉県建築安全課）

埼玉県庁HP（総合トップ）　＞　くらし・環境　＞　ま
ちづくり　＞　建築・不動産　＞　宅地建物取引業　＞
宅建相談・指導担当ホームページ　＞　住宅賃貸借（借
家）契約の注意事項

本件に関するお問合せ

TEL．０４８－８３０－５４８８（埼玉県建築安全課）

建物賃貸借の重要事項説明等について（原状回復ガ
イドライン）の閲覧

＜全宅保証からのお知らせ＞

　公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会（略称「全宅保証」）は、宅地建物取引の安全を確保するため、

下記の制度を提供しています。

手付金保証制度

　売主・買主ともに一般消費者で流通機構に登録された媒介物件を

購入する時に買主が支払う手付金を全宅保証が規定に基づき保証す

る制度です。

手付金等保管制度（宅建業法第４１条２）

　売主である会員から、顧客が土地建物（完成物件）を購入する際

に、売買代金の１０％又は１,０００万円超の手付金等を支払う場合、物件

の引き渡しと所有権の移転登記手続きが完了するまで、全宅保証が

顧客の手付金等を保管する制度です。

本件に関するお問合せ

TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）

手付金保証制度等利用のご案内

宅建業実務
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ハトマーク

ハトマーク

ハトマーク「宅建業　開業支援セミナー」を開催します
＜宅建協会からのお知らせ＞

　宅建業の開業や就業を希望する方向けに、宅建業の概要や開業の流れ、免許要件、免許申請手続、営業保

証金供託手続など、開業に必要な情報が本セミナーでしっかり学ぶことができます。

　業界の第一線で活躍する現役社長による最新の現況や魅力や、個別相談会も大変好評を頂いております。

ぜひ開業のチャンスをつかむきっかけにお役立てください。

１．日時：平成３１年１月２３日（水）　午後１時～午後４時５０分（予定）

２．場所：埼玉県宅建会館３階「研修ホール」

３．演題：①不動産業界の現況及び不動産業の魅力について

②創業に向けての準備について／日本政策金融公庫創業支援センター

③若手経営者が語る開業体験談

④ベテラン経営者が語る業界体験談

⑤免許申請書の記入方法について／埼玉県庁（都市整備部建築安全課）

※宅建協会の入会手続きについても併せてご説明を行います。

４．対象：宅建業の開業をお考えの方、宅建業に興味関心のある方

５．申込方法：本会ＨＰの申込みフォームまたはお電話（０４８－８１１－１８３０）にてお申込みください。

開催概要

主催 本会 参加無料

独立開業・起業支援

後援 埼玉県、日本政策金融公庫 特　典 受講者に免許申請書を無料配布

商店街魅力物件情報サイト「 ＡＫＩＮ.  ＣＯＭ 」のご紹介
あ き ん ど っ と こ　む

＜宅建協会からのお知らせ＞

　埼玉県（産業労働部商業・サービス産業支援課）

と本会は、県内商店街の空き店舗解消と、県内に出

店・開業を希望する事業者に商店街への出店を促す

目的で、商店街魅力物件情報サイト「AKIN.COM」

を開設しております。

　本サイトは宅建協会の新不動産情報サイト「ハト

らぶ」上のコンテンツの一つとして、県内約７００の商

店街が登録され、商店街と周辺の物件情報を提供し

ています。

宅建業実務

賃貸店舗・事務所を扱う会員の皆様におかれましては、「ハトらぶ」に物件のご登録をお願いします。

「AKIN.COM」への物件掲載に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

「ハトらぶ」トップページバナー　商店街魅力物件情報サイト「AKIN.COM」をクリック

市町村を選択して商店街を選択

商店街情報とともに商店街の半径１km内の物件情報も表示。

会員の皆様へのお願い

TEL．０４８－８１１－１８４０（事業推進課）本件に関するお問合せ
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宅地建物取引士賠償責任保険
平成３１年度新規加入者募集のお知らせ
わずかな保険料で大きな安心！

　本制度は、宅地建物取引士が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して提起
された損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金をお支
払いする制度です。

平成３０年１２月１４日（金）
　
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会
員（事業所）に従事している宅地建物取引
士及び従業員
　
年齢制限はありません。
　
申込書類は当協会本部または支部窓口で配
布いたします。加入申込書と※口座振替申
込書に必要事項をご記入・捺印の上、協会
本部へ持参もしくは郵送にてお申込くださ
い。
※保険料は、事前にご案内の上、ご指定の口

座より自動引落しさせていただきます。

（毎年２月）

募 集 期 間
　
ご 加 入
資 格 者　

ご加入年齢

ご 加 入
手 続 き

※宅地建物取引士賠償責任保険のパンフレットについては
平成３０年９月の会員直送便でお配りした他、本・支部窓
口や本部ホームページ上にもご用意しております。

〒３３０－０８５４

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
埼玉中央支店法人支社

引 受
保 険 会 社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２８５－２
日本興亜大宮ビル２階
Tel．048－648－6010

〒１０２－００７２ 東京都千代田区飯田橋３－７－１２　K・Pビル4F
Tel．03－3234－0699

取扱代理店 株式会社宅建ブレインズ

　「公益社団法人　埼玉県不動産鑑定士協会」が母体となって設立された「埼玉評価センター」のご協力によ
り、埼玉県宅建協会の会員様を対象に一定条件の宅地建物に対して、不動産調査価格査定書を発行していま
す。媒介依頼者に対して、「宅建業法第３４条の２第２項の媒介契約における宅地建物の価格の根拠」を示す際
に、不動産鑑定士による価格査定資料をぜひご利用ください。

本件に関するお問合せ　　　TEL．048－811－1868（事業推進課）

平成３０年度中途加入できます。取扱窓口へ資料をご請求ください。

平成３０年度平成３０年度　新新規規ごご加加入入方方法法平成３１年度　新規ご加入方法

不動産鑑定士による不動産調査価格査定
ご利用のご案内 価格査定資料にご利用ください

■ご利用方法
　ご利用になる場合は、本会ホームページより「埼玉評価センター」に加盟する不動産鑑定士リストをご確
認頂いた上で、記載の不動産鑑定士に「不動産調査価格査定依頼書」をご提出ください。
　価格査定書の交付は依頼書提出後１０日前後で受け渡しとなります。金額等詳細につきましては、各不動産
鑑定士までお気軽にお問合せください。

■埼玉評価センター加入不動産鑑定士リストおよび不動産調査価格査定依頼書の入手方法
本会ホームページ　＞　会員専用サービス　＞　営業サポート　＞　価格査定
※会員専用コンテンツの閲覧には、会員専用ＩＤ・パスワードが必要です。

■評価対象不動産
ａ．土地面積が３００㎡以下の住宅用の更地
ｂ．土地面積が３００㎡以下の自用の建物及びその敷地（中古戸建住宅）
ｃ．床面積が１００㎡以下のマンションの一室の区分所有権（中古マンション）
ｄ．評価額は８,０００万円以下

本件に関するお問合せ　　　TEL．048－811－1820（経営企画課）

ハトマーク会員の営業活動をがっちりサポートする特別メニューをご紹介！
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受 賞 者 顕 彰

　この度、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協
会の推薦により、国土交通大臣表彰の栄を賜りま
した。私に取りましては誠に身に余る光栄に存じ
ます。
　内山会長をはじめ、本部、支部役員、協会会員、
事務局の皆様方のご支援の賜物と深く感謝を申し
上げます。
　今後も、この受賞を励みに業界発展の為に微力
ながら尽くさせていただく所存でございます。
　公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会の発展
と皆様方の今後のご繁栄を祈念し、お礼の言葉と
させていただきます。

国国国国国国国国国国土土土土土土土土土土交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通大大大大大大大大大大臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰国土交通大臣表彰

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会

常務理事（埼玉東支部長）

榎 本 隆 雄　氏

【埼玉県宅建協会歴】

社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
理事

自　平成１６年５年２８日
至　　　現　　在
※平成２４年４月１日より「公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会」となる。

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
監事

自　平成１４年５月２８日
至　平成１６年５月２８日

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
常務理事

自　平成２２年５月２７日
至　平成２４年３月３１日

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
常務理事

自　平成２４年４月１日
至　平成２６年５月２８日

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
常務理事

自　平成２８年５月２７日
至　　　現　　在

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
宅地建物取引士法定講習委員会　委員長

自　平成２８年５月２７日
至　　　現　　在

た。そのころから自分にもお客様にも正直に他の業者
さんとは違うネガティブな不動産の見方をしながら、
他の業者さんとは違うスタイルで自分なりに信頼を築
いてきたつもりでおります。
　そのような人間ですので、このように表彰をされる
のが果たして正当かどうかを今でも自分自身で疑問に
思っているというのが、正直な気持ちであります。
　これからも自分らしさを失うことの無いように、誠
実に愚直に少し偏屈に不動産業をもう少しだけ続けて
いこうと思っております。
　私ごときのためにこのように紙面を割いていただき
ましたこと深く感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

　平成３０年度の国土交通大臣表彰をいただきました所
沢支部長の藤永でございます。「平成」というひとつの
時代の最終年度にこのように表彰されることに対し、
正直なところ大変意外に思っておりますとともに光栄
にも感じておりますところであります。
　附属高校であったため何の特別の勉強をすることも
なく、心太式に入学しました大学を平凡な成績で卒業
後、当時日本の不動産のフランチャイズ展開の先駆け
を担っておりました叔父の関係で、この業界に足を踏
み入れたのが今から３４年前。当時はバブルの兆しが見
え始めたころで、まだまだこの業界も色々な方々がい
らっしゃり、色々な問題を抱えている時代でありまし

国国国国国国国国国国土土土土土土土土土土交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通大大大大大大大大大大臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰国土交通大臣表彰

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
副会長（所沢支部長）

藤 永　 博　氏

（公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会より推薦）

【全宅保歴】

社団法人　全国宅地建物取引業保証協会
埼玉地方本部　幹事

自　平成２２年５月２７日
至　　　現　　在
※平成２４年４月１日より「公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部」となる。

公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会
理事

自　平成２６年６月２６日
至　平成２８年６月２８日

公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会
埼玉本部　副本部長

自　平成２８年５月２７日
至　現在

公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会
常務理事

自　平成２８年６月２８日
至　平成３０年６月２８日

【埼玉県宅建協会歴】

社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
　理事

自　平成２２年５月２７日
至　　　現　　在
※平成２４年４月１日より「公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会」となる。

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
副専務理事

自　平成２４年５月２９日
至　平成２６年５月２８日

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
専務理事

自　平成２６年５月２８日
至　平成２８年５月２７日

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会
副会長

自　平成２８年５月２７日
至　　　現　　在
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　６月２８日に都内ホテルで開催さ
れた公益社団法人全国宅地建物取
引業協会連合会（全宅連）の定時
総会後の理事会において、新会長
に神奈川県宅建協会の坂本久会長
が就任するとともに、副会長に埼
玉県宅建協会の内山俊夫会長ら３
人が就任しました。

　また、翌２９日、全国宅建政治連盟（全政連）の会長に
本会の三輪昭彦常務理事（埼政連会長）が指名され、前
期に引き続き再任しました。
　さらに、全宅連総会当日に本会に対する表彰が行われ
ました。これは、今年１月に本会が実施した「タウンマ
ネジメント・スクール」などの地域貢献活動が高く評価
されたものです。当日は、飯田成寿副会長がプレゼンタ
ーとなって、本スクールの成果発表も行われ、本会の先
進的な取り組みを全国に披露しました。

全宅連の坂本久　新会長（中央）とともに
副会長に就任した内山俊夫本会会長（右）

伊藤博　全宅連会長（当時）より
表彰を受ける内山俊夫会長

「タウンマネジメント・スクール」の
開催報告を行う飯田成寿本会副会長

全政連の会長に再任した
三輪昭彦本会常務理事

全政連会長に三輪昭彦氏就任
本会に対する表彰も

全宅連副会長に内山俊夫氏就任
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　９月２１日付けの埼玉新聞紙面において、本

会の活動が一面記事として掲載されました。

　「リノベーション住宅」をテーマに、住宅金

融支援機構　首都圏広域事業本部の仲田部長

様と本会の内山会長の対談を取り上げていま

す。

　対談では、県内の中古住宅の価値向上のた

め、両者の強みを生かして取り組んでいくこ

とを再確認して強い握手が交わされました。

■　記事の内容は
　　協会ホームページにて
　　ご覧いただけます。

内山会長

　９月２０日、群馬県伊香保温泉「ホテル木暮」において、
第４回理事会・幹事会を理事・幹事４８名出席のもと開催し

ました。
　宅建協会理事会において
は、平成３１年定時社員総会日
程など、１６項目に亘って報告
が行われました。さらに、定
款施行規則一部改正など、４項目に亘って慎重な審議が行われ、全議案可決承認されま
した。
　保証協会幹事会においても、苦情相談・苦情解決業務及び弁済業務に関する１項目に
ついて報告が行われました。さらに、監査退任承認に関する１項目について審議が行わ
れ、可決承認されました。

　　　　　　　　　　　開開催催報報告告第４回理事会・幹事会　開催報告

第１号議案　定款施行規則一部改正（案）承認に関する件
第２号議案　委員会名称変更にかかる諸規程の一部改正

（案）承認に関する件
第３号議案　宅地建物取引士法定講習会等運営規程一部

改正（案）承認に関する件
第４号議案　監事退任承認に関する件

宅建協会　議題

報 告
事 項

会開催結果について／「平成３０年豪雨」災害見舞金について／平
成３０年度ハトマーク不動産セミナー開催について／平成３０年度宅
建業者法定研修会開催について／宅地建物取引業法及び不動産公
正競争規約違反事例について／平成３０年度宅地建物取引士資格試
験会場別担当支部及び派遣数について／新不動産情報サイト「ハ
トらぶ」新規無料「おためし」キャンペーンについて／全宅連安
心Ｒ住宅事業に係る今後のスケジュールについて／全宅連への政
策要望について／浦和レッドダイヤモンズ㈱との業務提携（協定
締結）の進捗状況について／協会等会議日程について／その他（関
係団体からの報告事項）

平成３１年定時社員総会日程について／受賞者顕彰につい
て／平成３０年度（４月～８月）入会者について／第１９回
宅建業開業セミナー開催結果について／支部事務局研修

保証協会　議題

第１号議案　監査退任承認に関する件
審 議
事 項

苦情相談・苦情解決業務及び弁済業務報告（４月期～８
月期）について

報 告
事 項

審 議
事 項

埼埼玉玉新新聞聞一一面面記記事事でで
紹紹介介さされれままししたた！！
埼埼玉玉新新聞聞一一面面記記事事でで
紹紹介介さされれままししたた！！
埼玉新聞一面記事で
紹介されました！



川越市川越市

熊谷市熊谷市

川口市川口市

行田市行田市

秩父市秩父市

所沢市所沢市

飯能市飯能市

加須市加須市

本庄市本庄市

東松山市東松山市

春日部市春日部市

狭山市狭山市

羽生市羽生市

鴻巣市鴻巣市

深谷市深谷市

上尾市上尾市

草加市草加市

越谷市越谷市

蕨市蕨市戸田市戸田市入間市入間市 朝霞市朝霞市
志木市志木市

和光市和光市新座市新座市

桶川市桶川市

久喜市久喜市

北本市北本市

八潮市八潮市

富士見市富士見市
ふじみ野市ふじみ野市

三郷市三郷市

蓮田市蓮田市

坂戸市坂戸市

幸手市幸手市

鶴ヶ島市鶴ヶ島市

日高市日高市

伊奈町伊奈町

三芳町三芳町

毛呂山町毛呂山町

越生町越生町

滑川町滑川町
嵐山町嵐山町小川町小川町

ときがわ町ときがわ町
川島町川島町

吉見町吉見町

鳩山町鳩山町

横瀬町横瀬町

皆野町皆野町

長瀞町長瀞町

小鹿野町小鹿野町

東秩父村東秩父村

美里町美里町

神川町神川町

上里町上里町

寄居町寄居町

宮代町宮代町
白岡市白岡市

杉戸町杉戸町

松伏町松伏町

吉川市吉川市緑区緑区

大宮区大宮区
西区西区

岩槻区岩槻区

南区南区
桜区桜区

浦和区浦和区中央区中央区

見沼区見沼区
北区北区

①②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑮

⑯

⑭

⑬

県内１６支部では行政と連携して不動産無料相談を行っています。

開催日程等の情報は、お近くの支部事務局までお問合せ下さい。

　宅建協会　お問い合わせ先

�協会本部　さいたま市浦和区東高砂町６－１５ ０４８－８１１－１８２０

レインズ・ハトらぶについて ‥‥‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８４０
重説・契約書等について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　０４８－８１１－１８６８
不動産取引関係の相談・質問について ‥‥‥‥‥　０４８－８１１－１８１８

埼玉県宅建協会（代表）について ‥‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８２０
宅建業開業・協会ご入会について ‥‥‥‥‥‥‥　０４８－８１１－１８３０
宅建士・業免許のお手続について ‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８３０

①川口支部　川口市並木２－２４－２１ ０４８－２５５－７７１１

②南彩支部　戸田市上戸田１－１４－１０ ０４８－２２９－４６３０

③さいたま浦和支部　さいたま市浦和区常盤６－２－１ ０４８－８３４－６７１１

④大宮支部　さいたま市大宮区仲町１－１０４ 大宮仲町AKビル９F ０４８－６４３－５０５１

⑤彩央支部　上尾市二ツ宮７５０上尾商工会館内２F ０４８－７７８－３０３０

⑥埼玉北支部　熊谷市籠原南３－１８７ ０４８－５３３－８９３３

⑦本庄支部　本庄市朝日町３－１－１９ ０４９５－２４－６５０６

⑧埼玉東支部　草加市稲荷３－１８－２ ０４８－９３２－６７６７

⑨越谷支部　越谷市越ヶ谷２－８－２３ ０４８－９６４－７６１１

⑩埼葛支部　南埼玉郡宮代町笠原２－２－７ ノアコーポ２F ０４８０－３１－１１５７

⑪北埼支部　羽生市中岩瀬１０５９－２ ０４８－５６２－５９００

⑫県南支部　朝霞市本町１－２－２６ WJ・A－１ビル２F ０４８－４６８－１７１７

⑬ 埼玉西部支部　川越市脇田本町１４－２０ 遠藤ビル３F ０４９－２６５－６３９０

⑭所沢支部　所沢市元町２８－１７ 元町郵便局２F ０４－２９２４－６５９９

⑮彩西支部　狭山市根岸１－１－１ ０４－２９６９－６０６０

⑯秩父支部　秩父市上宮地町１０－８ ０４９４－２４－１７７４

　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会　本・支部事務局一覧

編集委員 委員長　　　木内　光一（県南支部）
副委員長　　松浦　慎弥（川口支部）
　　　　　　木村　忠義（埼玉東支部）
委員　　　　田中　敏博（南彩支部）
　　　　　　樋口　幸雄（大宮支部）
　　　　　　川島　　豊（埼玉北支部）

　　　　　　　　　飯嶋　藤王（越谷支部）
　　　　　　　　　森田　浩実（埼葛支部）
　　　　　　　　　土方　良成（所沢支部）
担当副会長　　　　渡邉　勝久（さいたま浦和支部）
専務理事　　　　　横田　　等（埼玉西部支部）
担当副専務理事　　金子　一夫（彩央支部）

　みなさんこんにちは。猛烈な暑さの夏も去り、すっ
かり過ごしやすい季節となってまいりました。会員の
皆様におかれましては、ご健勝にてお過ごしのことと
およろこび申し上げます。
　さて、このたび私、総務財務広報委員会の担当をさ
せていただくことになりました。公益社団法人となっ
て６年、本誌は公益性の高いお堅い内容が多くなりが

ちではなかったかと思います。今後は会員の皆様のご
要望なども取り入れ、会員の皆様のための、より身近
な広報誌をつくりあげられるよう、当委員会のお手伝
いをさせていただきたいと思っております。
　結びに全会員の皆様のご商売の繁盛をお祈り申し上
げます。

総務財務・広報委員会　担当副会長
渡邉　勝久（さいたま浦和支部）

編編  編編  編 集集  集集  集 後後  後後  後 記記  記記  記 

　協会会員数報告

（平成３０年９月３０日現在）
会 員 数 ５,１４９会員 ６月入会数：１９会員　退会数：１６会員　７月入会数：１３会員　退会数：１４会員

８月入会数：１２会員　退会数：１１会員　９月入会数：１４会員　退会数：１７会員



空き家の管理、
ご負担になっていませんか？

空き家・空き地の所有者の皆様へ

空き家を放置しますと、結露などによる湿気により建物が傷んだり、カビが生えて
シロアリが発生することがあります。あなたの大切な財産の価値をできるだけさげ
ないよう適正な管理が必要です。

ご相談、お見積りは無料です！　お気軽にご相談ください！

空き家管理サービス登録事業者は協会ホームページで探すことができます！！
お問合せは協会窓口（Tel.048-811-1840）まで

空き家が遠くて
確認しにいけな
いなぁ

草木が生い茂って
隣地から苦情が来た
けど、自分では
できないなぁ とりあえず実家を

相続したけど遠方
だから何もしてい
ないなぁ

このように感じていらっしゃる所有者の皆様は
ハトマークの会員へご依頼ください。

平成30年4月本格始動！ 埼玉県との連携事業「埼玉県安心空き家管理サービス事業者登録制度」

あなたが所有している空き家・空き地の管理は
ハトマークの会員にお任せください！

公益社団法人　埼 玉 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部

〒３３０－００５５　埼玉県さいたま市浦和区東高砂町６－１５　宅建会館
TEL０４８－８１１－１８２０　　FAX０４８－８１１－１８２１

発行日　平成３０年１１月２０日　　発行人　内山　俊夫　　編集人　木内　光一


